
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅあいち 豊橋市 電子申請・届出システム

の流れ 
1. HP のリンク先画面 

利用者登録を以前にされた

ことがない方はこちら 

利用者登録を以前にされた

ことがある方はこちら 

「利用者登録が既にある」からログインされた方

については、「６.確認メールのURLにアクセス

後の画面」から始まります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 「利用者登録せずに申し込む方」を押した後の画面 

手続き内容と利用規約をよ

くお読みください。 

手続き内容と利用規約を読

み、同意する場合はこちらを

押してしてください。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「同意する」を押した後の画面 

4. 完了ボタンを押した後の画面 

メールアドレスに間違いがない

か、よくご確認ください。 

迷惑メール設定をされている方は

解除をお願いします。 

入力後、「完了する」ボタンを押

してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 確認メールの URL にアクセス 

6. 確認メールの URL にアクセス後の画面 

メールアドレス入力後、このような

メールがすぐに届きますので、こち

らのURLを押してアクセスしてくだ

さい。 

必要事項を入力後、「確認へ進む」を押してください。 

「利用者登録が既にある」からログインされた方については、

この画面から始まります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 入力内容確認画面 

8. 申し込み後の画面 

入力内容をよく確認し、内容に間違えが

なければ、「申込む」を押してください。 

この画面の整理番号とパスワードは大切

に保管してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 割引券送付メール 

概ね３開庁日以内にこのような割引券URLが添付

されたメールが届きますので、URLを押して割引券

をダウンロードしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  割引券ダウンロード URL アクセス後の画面 

ここに「8.申し込み後の画面」に記載のあった整理番号

とパスワードを入力し「照会する」を押してください。 

11. 割引券ダウンロード URL アクセス後の画面 

返信添付ファイル１にあるURLを押して、

割引券をダウンロードしてください。 
 



 

 

 

豊橋市長　様

　　　(※保護者署名欄は購入者が高校生以下の場合のみ記名)

 〒

 豊橋市

(事業協力店等記入欄)

円

円

円

(注意事項) （販売店印）

キリトリ線

（販売店印）

(フリガナ)

令和６年度豊橋市自転車ヘルメット
購入割引券兼誓約書（購入者控え）

所属する園・学校名/勤務先

※購入割引はお一人様１回までです。
※補助額はヘルメット購入費用の２分の１です（上限は２，０００円）。
※補助対象となるのは、市内在住の方のみです(１人につき１個まで)。
※補助金額に１０円未満の端数が生じた場合は切捨て処理をしてください。
※この補助事業で提供された個人情報については、豊橋市個人情報保護条例に基づ
  き、豊橋市及び事業協力店において適正に管理し、「豊橋市自転車の快適で安全
　な利用の推進に関する条例」の目的に合致する施策以外に使用することはありま
　せん。

販売額（Ａ）

購入日：　　　　月　　　　日

個別番号生年月日

金額記入欄

安全マーク
※自転車用であること

　　  SG　・　JCF　・　CE（EN1078に限る）

　　　　　　  GS　・　CPSC

補助額（Ｂ）

購入額（Ａ-Ｂ）
確認証明書

マイナンバーカード ・ 運転免許証 ・ 健康保険証

   学生証 ・ その他（　　　　　　　　　  ）

メーカー・商品番号

事業協力店及び愛知県自転車モーター商協同組合豊橋・田原支部よ
り、以下の補助額を豊橋市へ申請・請求します。

購入者名 補助額（B）

令和６年度豊橋市自転車ヘルメット
購入割引券兼誓約書

  申請に当たり、次の事項を確認し、遵守することを誓約します。

　一　2019年度以降に同補助金の適用を受けていないこと（他の自治体で、愛知県との協調によるヘルメット
　　　購入補助金の適用を受けていないことを含む。）。
　二　愛知県暴力団排除条例（平成22年10月15日愛知県条例第34号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは
　　　暴力団と密接な関係を有している者でないこと。
　三　同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていないこと。
　四　購入するヘルメットは新品であること。
　五　自転車乗車用ヘルメット購入後に発生した事故等について、愛知県及び豊橋市が一切の責任を負わない
　　　ことについて了承すること。
　六　申請内容に虚偽があった場合は、豊橋市に対して補助金を返還すること。
  七　事業協力店及び愛知県自転車モーター商協同組合豊橋・田原支部（以下「事業協力店等」という。）が
　　　自転車ヘルメット購入補助金の交付申請、請求及び受領のため、事業協力店等を通じて、以下の情報を
      豊橋市へ提供することについて了承すること。
  八　「豊橋市自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例」の目的に合致する施策推進に必要な調査等の
　　　ため、以下の情報を豊橋市が利用することについて了承すること。

購入者（購入するヘルメットを被る人）

署　　　名
（購入するヘルメットを被る人）

保護者署名

住所 電話番号

購入時に、本券と本人確認書類
（購入するヘルメットを被る人
のもの）が必要になります。

予算の上限に達するなどにより、年度途中であっても使用できなく
なる場合がありますので、お早めにご使用ください。

12. 割引券の画面 

購入割引券兼誓約書に記載されていることを

よくお読みいただき、署名を忘れないように

お願いします。 

高校生以下の場合は、購入者と保護者の署名

が必要となります。 

署名したこの購入割引券兼誓約書を事業協力店

にお持ちいただき、補助対象ヘルメットの購入

時にお渡しください。 
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〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 


